
令和３年３月５日  

 

保護者の皆様  

調布市立第八中学校  

校  長  佐藤  政彦  

 

緊急事態宣言再延長に伴う今後の対応について  

 

浅春の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より本校の教

育活動にご理解ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。  

さて、１月に発令された緊急事態宣言が再度延長される方向を受け、本校では調布市

立学校感染症予防ガイドラインに沿い、下記のような対応を取らせていただきます。ご

理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。  

 

記  

 

１  行事等について  

・ 1 年の校外学習 3/9（火）及び 3 年の卒業遠足 3/15（月）は、感染防止対策を  

講じて実施をします。  

・保護者会 3/11(木 )は、予定通り実施をします。  

 

２  卒業式について  

  ・参列者は、卒業生、卒業生保護者等（一家庭２名まで）、教職員のみとします。 

・生徒等による歌唱は行いません。国歌、校歌は CD で対応します。卒業生の歌は、       

事前に録音したものを、証書授与の際に流します。  

  ・１、２年生は、式終了時刻に合わせて登校し、３年生を見送ります。その後、体    

育館等の片づけを行い下校となります。  

 

３  授業について  

  ・１単位時間を 45 分とします。（水は 50 分授業）  

  ・ 3/13(土 )は休校日とします。  

  

４  部活動について  

・練習メニューや時間を制限して活動を再開します。最終下校時刻は 17 時 30 分  

とします。  

・土日の活動も可能となりますので、各顧問に予定を確認をしてください。ただし、 

対外試合は、禁止とします。  

 

５  ジャージ登校について  

  ・卒業式前日 3/18（木）まで、可とします。  

 

 

 

以上となります。よろしくお願いいたします。  


